
「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」が始まります

期 間
９月２１日（木曜日）～９月３０日（土曜日）までの１０日間

運動の重点

１ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

２ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

３ 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

＊ 飲酒運転をみんなで無くそう！ 飲酒運転は悪質な犯罪です！

被害者支援センターとちぎ被害者支援センターとちぎ ９月１１日は警察安全相談の日

● 次のような困りごとや心配事等
ありましたらご相談下さい。

①犯罪の未然防止に関する相談等
②少年の悩みや困りごと
③高齢者の悩みや困りごと
④サラ金や訪問販売等を巡るトラ

ブル相談等

「 ♯ ９ １ １ ０ 」
● 支援を希望される時は,下記まで連絡下さい

サンキュー支援 で県警本部県民相談室に繋
０２８－６４３－３９４０ がります。（携帯電話でもＯＫ。）

令和 ５ 年 ９ 月号


